
西条市公告契第 ４ 号 

 

公     告 

 

一般競争入札を次のとおり行うので、西条市契約規則（平成１６年西条市規則第４４号）

第６条の規定に基づき公告する。 

 

 

令和８年６月２日 

 

西条市長 越智 三義 

 

第１ 入札に付する事項 

１ 工 事 番 号  西建維橋補第１号 

２ 工 事 名  市道神戸２０号線船形橋補修工事その１ 

３ 工 事 場 所  西条市中野地内 

４ 工 事 概 要  塗替塗装工   Ａ＝８４３㎡ 

          支承金属溶射工 Ｎ＝４基 

５ 完 成 期 限  令和９年２月１７日 

６ 予 定 価 格  ９３，３９６，６００円（税抜８４，９０６，０００円） 

７ そ の 他  この公告の工事は、価格のほか、同種工事の施工実績等技術的要素 

を総合的に評価し、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを 

もって申込みをした者を落札者とする簡易型総合評価落札方式の対象 

工事である。 

 

第２ 入札方式 

本案件は、紙入札により執行する。 

(1) 提出場所 

愛媛県西条市明屋敷１６４番地 西条市財務部契約課工事契約係 

(2) 提出方法 

(1)の提出場所に持参又は郵送（以下「持参等」という。）により提出することとし、

提出期間内に必着とする。 

 

第３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

１ 令和７・８年度西条市入札参加資格を有すること。 

２ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

３ この入札の公告の日から落札者の決定までの間に、西条市建設工事入札参加資格停止

措置要綱（平成２８年西条市訓令第１０号）に基づく入札参加資格停止措置を受けてい

る期間中の者でないこと。 

４ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産の開始の申立て、会社更生法（平成１



４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（会社更生法の

規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている

者を除く。）。 

５ 塗装工事業について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく特定建設業又

は一般建設業の許可を受けている者（総額５，０００万円以上の下請契約を締結して施

工予定の場合は、特定建設業の許可を受けている者に限る。）であること。 

６ 公告日において、愛媛県内に主たる営業所（本店）のある者で、建設業法第２７条の２

３第１項に規定する経営事項審査（令和７・８年度西条市入札参加資格審査申請添付分）

における塗装工事の総合評定値が８００点以上かつ年間平均完成工事高が１億円以上の

者であること。 

７ 塗装工事について、建設業法第２６条による技術者を施工現場に専任で配置できる者

であること。建設業法第２６条第２項に該当する場合は、監理技術者を施工現場に専任

で配置できる者であること。ただし、法第２６条第３項第１号又は第２号に規定する監

理技術者等を配置する場合は、専任での配置を要しない。 

８ この入札の公告日から起算して過去１５年間に完成し、引渡しが完了した国又は地方

公共団体が発注した「塗装工事」を元請けとして施工した実績を有する者であること。

ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセント以

上の場合に限る。 

９ この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に、資本関係又は人的関係がない

者であること。 

１０ 配置予定技術者は、建設業法第７条第２号及び第１５条第２号に定められた技術者（営

業所技術者等）と重複していないこと。ただし、法第２６条の５による職務の特例を適

用する場合はこの限りでない。また、この入札の開札日以前に直接的かつ恒常的な雇用

関係が３か月以上継続していること。 

 

第４ 入札参加資格審査申請について 

入札に参加しようとする者は、あらかじめ入札参加資格の有無についての審査を申請し、

市長の確認を受けることを要する。 

１ 入札参加資格の審査を受けようとする者は、次の書類を持参等により各１部提出する

こと。 

(1) 一般競争入札参加資格審査申請書（様式１） 

(2) 営業所（本店又は委任先）の建設業許可のわかる書類の写し 

(3) 配置技術者予定表（様式３） 

(4) 配置予定技術者の技術検定合格証明書の写し 

(5) 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写 

し（監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴が貼り付けられている場合は、当該講 

習修了証の写しは不要とする。） 

(6) 配置予定技術者の雇用を証明する書類（次のいずれかの書類の写し等） 

・監理技術者資格者証（所属建設業者名の記載のあるもの）の写し  



・住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）の写し 

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 

・雇用証明書等（氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載が

あり、代表者印が押印されたもの）の写し又はこれらに準ずる資料 

(7) 工事施工実績表（様式４）（コリンズ等証明できる書類の写しを添付すること。） 

(8) 令和７・８年度西条市入札参加資格審査申請に添付した経営事項審査結果通知書の 

写し 

(9) 工事現場に専任で配置すべき監理技術者等について、建設業法第２６条第３項第１

号又は第２号、若しくは法第２６条の５に規定する監理技術者等を配置する場合は、

所定の事務手続きに従い必要書類を提出すること。 

当該運用基準に係る西条市ホームページ掲載頁ＵＲＬ 

    https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/keiyaku/kanrigijutsusha.html 

 

２ 受付期間 

令和８年６月２日（火）から令和８年６月１７日（水）までの執務時間中に必要書類

を西条市財務部契約課工事契約係に持参等で提出すること。 

３ 入札参加資格審査申請に必要な各様式は、入札情報公開システム及び西条市ホームペ

ージ内で公開するので、ダウンロードして使用すること。 

 

第５ 簡易型総合評価落札方式に関する事項 

１ 評価項目 

この公告の工事の簡易型総合評価における評価項目は次のとおりとする。 

（1) 企業の施工能力について 

同種・類似工事の施工実績、工事成績評定点、ＩＳＯマネジメントシステムの取組 

(2) 配置予定技術者について 

同種・類似工事の従事経験、保有する資格の有無、継続学習（ＣＰＤ）の取組 

(3) 地理的要件 

    同一市町内（管内）での本・支店、営業所の所在の有無 

  (4) 地域貢献度 

地域への取組（1）、地域への取組（2）、公共土木施設ボランティア活動実績、災害ボ

ランティア活動実績 

(5) 担い手確保 

    若手技術者等の育成 

２ 簡易型総合評価の方法 

(1) 入札参加資格を満たす場合に１００点の基礎点を与え、さらに１０点を満点として、

入札参加者の評価項目ごとの得点合計に応じて換算した加算点を与える。 

(2) (1)により得られる基礎点と加算点の合計を入札価格で除した数値（以下「評価値」

という。）をもって簡易型総合評価を行う。 

(3) 各評価項目の評価内容、評価基準及び配点等詳細は、この公告の入札説明書による。 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/keiyaku/kanrigijutsusha.html


 

第６ 入札説明書の交付等 

１ 入札説明書、評価項目等（別表）、技術資料様式等については、入札情報公開システム

及び西条市ホームページ内で令和８年６月２日（火）から令和８年６月１７日（水）まで

公開するので、ダウンロードして使用すること。 

２ 入札説明書について質問がある場合は、令和８年６月２日（火）から令和８年６月１

５日（月）までの執務時間中に、質問事項等を記載した書面をＦＡＸまたはメールにて

送付することのほか、令和８年６月２日（火）から令和８年６月１５日（月）までの執務

時間中に、質問事項等を記載した書面を持参等により提出することができる。 

 ３ ２の質問に対する回答を記載した書面は、令和８年６月２日（火）から令和８年６月 

１７日（水）まで入札情報公開システムにて公開する。 

 

第７ 入札参加資格の確認について 

１ 確認の通知 

令和８年６月２５日（木）（予定）までに、電話連絡の上、一般競争入札参加資格確

認書を交付することにより行う。 

２ 受付期間内に入札参加資格審査申請を行わなかった者は、入札に参加できない。 

３ 入札参加資格を審査し、その資格がないと認められた者は、入札に参加できない。 

４ 入札参加資格の確認後、入札参加資格を有するとの確認を受けた者が、第３で定める

要件のうち、いずれか一つでも該当しなくなったときは、入札に参加できない。 

５ 入札参加資格審査申請受付期限の翌日以降は、真にやむを得ない場合を除き、配置予

定技術者の変更・差し替え等を認めないものとする。 

 

第８ 設計図書等の閲覧に関する事項 

１ 当該工事に係る設計図書等の閲覧について 

(1) 入札情報公開システム内で、令和８年６月２日（火）から令和８年６月１７日（水）

の午後５時まで閲覧に供する。 

(2) 西条市財務部契約課工事契約係において、令和８年６月２日（火）から令和８年６ 

月１７日（水）までの執務時間中に閲覧に供する。 

２ 設計図書等に関する質問について 

当該設計図書等に関し質問がある者は、設計図書質疑応答書（様式５）をＦＡＸまたは

メールにて送付することのほか、持参等により提出することができる。 

(1) 設計図書質疑応答書（様式５）を送付又は提出する場合の提出期間は令和８年６月

２日（火）から令和８年６月１５日（月）までの執務時間中とし、送付又は提出先は西

条市財務部契約課工事契約係とする。 

(2) 質問に対する回答は、令和８年６月２日（火）から令和８年６月１７日（水）まで 

の執務時間中に西条市財務部契約課工事契約係において閲覧に供するほか、入札情報

公開システムにより公表する。 

 

第９ 契約条項の閲覧に関する事項 



契約条項は、西条市財務部契約課工事契約係において閲覧に供する。 

 

第１０ 現場説明 

現場説明会は行わない。 

 

第１１ 入札方法 

１ 紙入札（事前提出）方式 

(1) 入札書及び工事費内訳書を西条市財務部契約課工事契約係に持参等で提出すること。

なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により送付すること。入

札書提出期間内に送達されない場合は無効とする。 

(2) 入札書は西条市建設工事等入札者心得(電子入札以外の案件用)(平成２８年西条市

制定)様式第１号を使用すること。 

(3) 工事費内訳書の様式は、入札情報公開システム及び西条市ホームページにて公開し

た「指定様式」を用いること。 

(4) 入札書及び工事費内訳書は二重封筒とし、表封筒には「入札件名」及び「入札書及 

び工事費内訳書在中」の旨を記載し、入札書及び工事費内訳書はそれぞれ別の中封筒

に入れ、それぞれの中封筒には「入札件名」、「入札参加者名」及び「入札書」又は「工

事費内訳書」を記載し、密封すること。 

(5) 入札書の提出期間は、令和８年６月２６日（金）から令和８年６月３０日（火）まで

の執務時間中とする。ただし、最終日は午後５時までとする。 

(6) 全ての入札参加者の工事費内訳書が、入札書受付締切日時までに提出された場合に

は、入札書受付締切日以降開札前においても、工事費内訳書の内容を確認することが

できるものとする。 

２ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免

税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

３ 入札執行回数は、１回とする。 

４ 入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

５ 当該工事の一般競争入札参加確認書の交付を受けなかった者は、当該入札には参加で

きない。 

６ 提出書類に虚偽の記載がある場合は、契約を解除することがある。 

７ 入札参加者（入札書の提出があった者。以下同じ。）がいない場合は、入札の執行を中

止する。なお、本案件は、入札参加資格審査申請をした者の公表は行わない。 

 

第１２ 落札者の決定方法 

  この公告の入札説明書７による。 



 

第１３ 開札の日時及び場所 

開札日時：令和８年７月１日（水） 午前９時３０分～ 

開札場所：西条市役所 本館５階 ５０５会議室 

入札参加者で希望する者は、開札に立ち会うことができる。 

 

第１４ 低入札価格調査制度 

本工事は、低入札価格調査制度の対象工事である。 

低入札価格調査制度は、入札価格が予め設定した「調査基準価格」を下回る入札がなさ

れた場合、落札者の決定を保留し当該価格によって契約内容に適合した履行がなされるか

否かを調査し、その結果に基づき落札者を決定する制度である。 

 

調査基準価格の計算方法 

予定価格（税抜き）の算出の基礎となった各費目に所定の率を乗じて得た額（円未満切

捨て）の合計 

計算式  直接工事費×０．９７＋共通仮設費×０.９ 

＋現場管理費×０．９＋一般管理費×０．６８ 

 

ただし、上記計算式により得た額が、予定価格（税抜き）に１０分の７．５を乗じて得

た額に満たない場合は１０分の７．５を乗じて得た額（円未満切捨て）とする。 

 

第１５ 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金については、西条市契約規則第１９条により免除する。 

契約保証金については、西条市契約規則第４７条、第４９条及び第５０条に定めるとこ

ろによる。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約にあっては、契約保証金は、請負代

金額に１０分の３を乗じて得た額以上とする。契約保証金を支払われない場合及び契約保

証を受けられない場合は契約を締結しない。 

 

第１６ 入札の無効に関する事項  

次に掲げる入札は無効とする。 

１ 第３で定める資格要件を満たさない者が行った入札。 

２ 入札参加資格審査申請に必要な書類について虚偽の記載をした者が行った入札。  

３ 入札事項の明示がない入札。 

４ 押印のない入札。ただし、押印を省略するために担当者名、連絡先を記載したものは

この限りでない。 

５ 金額を訂正した入札。 

６ 入札書及び工事費内訳書の封筒が密封されていない入札。 

７ 誤字又は脱字により意思表示が不明確な入札。 



８ ２通以上の入札。 

９ 提出された入札書と工事費内訳書の金額が異なるとき。 

１０ 工事内訳書について、第１１で定める「指定様式」以外の様式が提出された場合。 

１１ その他入札に関する条件（西条市契約規則及び西条市建設工事等入札者心得等）に 

違反した入札。 

 

第１７ 配置予定技術者を重複申請する場合の取扱い 

１ 同一の技術者を複数工事の配置予定技術者とする申請を可とする。 

２ 他の工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができなくなったと

きは、下記の手続きを必ず行うこと。 

(1) 入札書提出前 

入札してはならず、必ず辞退すること。 

(2) 入札書提出後 

開札時間までに、入札取下届（様式任意）を西条市財務部契約課又は開札場所に適宜

提出すること。当該取下げにより入札は無効として取り扱う。 

入札取下届の提出が無く、落札したにもかかわらず配置予定とした技術者等を配置

できない場合は、入札参加資格停止措置を講じる可能性があるので注意すること。 

 ３ 同日に開札する複数の一般競争入札（案件が災害復旧工事であるものを除く。）におい

て、同一の配置予定技術者を重複申請した場合は、先に落札決定した案件の落札者とな

ったことにより、同日に開札する他の案件の配置予定技術者を配置することが出来なく

なったときは、入札取下届の提出を求めないが入札は無効とする。 

 

第１８ 落札決定を保留した案件における重複申請の取扱い 

  落札決定が保留されている期間において、他の工事を落札したことにより、配置予定技 

術者を配置することができなくなったときは、入札取下届（様式任意）を西条市財務部契 

約課に提出すること。当該取下げにより入札は無効として取り扱う。 

 

第１９ 契約に関する事項 

１ この公告の工事に係る請負契約に関して、契約書の作成を要する。 

２ 落札した者が、落札者決定時から契約締結までの間に入札参加資格を喪失した場合又

は入札参加資格停止を受けた場合は、契約を締結しない。 

 

第２０ 契約金の支払方法 

１ 前金払 

本案件は、前金払制度を適用し、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第３条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証を受けた場合に

は、請求により請負金額の１０分の４以内の前払金を支払う。 

ただし、低入札価格調査を受けた者との契約にあっては、前金払は請負代金額の１０



分の２に相当する額以内とし、部分払に代えて中間前金払を選択した場合の前金払の総

額は、請負代金額の１０分の４に相当する額以内とする。 

２ 中間前金払及び部分払 

本案件は、中間前金払制度及び部分払制度を適用し、契約時に落札した者が選択する。 

 

第２１ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知 

落札者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２０条の２第２項の規定に基づき、

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札

決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握の

ため必要な情報と併せて、西条市ホームページに掲載の「通知書」により通知すること。 

西条市ホームページ掲載頁ＵＲＬ 

   https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/keiyaku/osorejoho.html 

 

第２２ その他 

１ 下請けを使用する場合は、極力市内業者を使用すること。 

２ 第１から第２２の１までに定めるもののほか、西条市契約規則に定めるところによる。 

３ 郵送については、郵便書留等にて配達の記録が残るものを必ず利用すること。 

４ 本案件は、第１１の２にかかわらず、消費税率については、引渡し時点における消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の施行内

容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更

するなどの対応を行うこととする。 

５ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第２項による主任技術者の兼

務については、「主任技術者の専任に係る取扱いについて」のとおり取り扱う。 

  兼務を予定している場合は、入札参加資格審査申請書提出前に主任技術者兼務(予定)

届（様式第１）を第２の(2)の提出先まで紙媒体で提出すること。 

当該運用基準に係る西条市ホームページ掲載頁ＵＲＬ 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/keiyaku/shuningenbatoriatukai.html 

 

第２３ 問合せ先 

１ この工事の入札に関すること 

西条市財務部契約課工事契約係   電 話（０８９７）５２-１２３５（直通） 

                 ＦＡＸ（０８９７）５２-１２３０ 

                     メールアドレス keiyaku@saijo-city.jp 

２ 総合評価落札方式に係る評価項目、技術資料に関すること 

西条市建設部技術管理課技術管理係 電 話（０８９７）５２-１４７３（直通） 

 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/keiyaku/osorejoho.html
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/keiyaku/shuningenbatoriatukai.html

